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第１章 東日本大震災からの復興・創生の着実かつ迅速な支援の推進

政府は、「東日本大震災からの復興の基本方針（平成 23 年東日本大震災復興対策本部決定）」

に基づき、平成 27 年度までの「集中復興期間」において被災地域の復旧・復興に向けて総力を

挙げて取り組み、平成 28 年度以降の「復興・創生期間」においては、復興期間の「総仕上げ」に

向けて、被災地の自立につながり、地方創生のモデルとなるような復興を実現することを目指して

いるところ。

こうした中、被災自治体が進める復興街づくりに合わせた通信・放送基盤の整備や、被災自治

体が抱える課題に対応したＩＣＴ（情報通信技術）利活用の促進を図るとともに、災害発生時の情

報収集や避難指示等が確実に行えるネットワークの強靭化等について取り組んできた。

１ 復興街づくりへの支援

(1) 関係機関との連携による情報通信基盤の円滑な整備の促進

行政及び通信・放送等の関係機関で構成

する東日本大震災ＩＣＴ復興促進連絡会議を

平成 24 年から開催（平成 30 年度は２回） 

し、復興街づくり計画を共有するとともに、防

災集団移転促進事業等により整備された居  

住地区の通信・放送基盤の整備に向けた調  

整を行ってきた。  

特に、福島県については、原子力災害から復興を加速化する観点から東日本大震災ＩＣＴ復

興促進連絡会議で構成するＷＧ会議を、平成 27 年度から開催（平成 30 年度は２回）し、復興

街づくりや帰還する住民のための ICT 利用環境整備に向けた調整を行った。 

(2) 復興街づくりにおける情報通信基盤整備への支援

「被災地域情報化推進事業(復興街づくりＩＣＴ基盤整備事業)」により、平成 30 年度は、共聴

施設等整備事業の支援を行った。

※ ブロードバンド基盤整備事業、公共施設等情報通信環境整備事業、及び地上ラジオ放送受信環境整備

事業については、地方公共団体からの平成 30 年度要望はなかった。

・ 共聴施設等整備事業

防災集団移転等新たに整備した居住地区が難視地域である場合において、地上デジタル

テレビ放送の受信環境を整備するための事業に対し、６団体（岩手県：大船渡市、釜石市、

山田町、宮城県：石巻市、女川町、福島県：いわき市）へ補助金の交付を決定した。

東日本大震災ＩＣＴ復興促進連絡会議 
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(3) 被災した情報通信基盤の復旧支援 

被災した地域の地方公共団体が実施する情報通信基盤（ＦＴＴＨ等のブロードバンドサービス

施設、ケーブルテレビ等の有線放送施設及び公共施設間を結ぶ地域公共ネットワーク施設等）

の復旧事業を支援する「情報通信基盤災害復旧事業」により、１団体（岩手県：大槌町)へ補助

金の交付を決定した。 

 

２ 原発避難区域におけるＩＣＴ利用環境整備への支援 

 

 (1) 地上デジタルテレビ放送受信に関する支援 

平成 27 年度から、原発事故の規制区域に指定された場所に帰還される方々に対して、地上

デジタル放送を視聴するための受信環境を整えるため次の支援事業を行っている。 

ア 地上デジタルテレビ放送普及促進事業 

イ 受信機器購入等対策事業費補助事業 

ウ 受信障害対策共聴施設整備事業費補助事業 

エ 共同住宅共聴施設整備事業費補助事業 

オ 新たな難視対策事業費補助事業 

カ 暫定的難視聴対策事業費補助事業 

キ 辺地共聴施設改修整備事業費補助事業 

なお、平成 27 年４月から、総務省福島原発避難区域テレビ受信者支援センター（略称 デジ

サポ福島）が支援業務を開始している。 

ナビダイヤル：０５７０－００７－４０１、ＵＲＬ：http://www.digisuppo-fukushima.jp 
 

(2) 南相馬市へのエリア放送施設構築の支援 

避難指示区域の見直し等に伴い、平成 28年度から平成 30年度までの３年間に対象地域に

段階的なエリア放送局の置局を行い、帰還者に対して家庭用テレビで行政情報、地域情報、

復興情報等を映像として提供する南相馬チャンネルの視聴エリアの拡大を図るため、南相馬

市に対して帰還環境整備支援を行った。 

 

３ 復興支援事業の県別交付決定数 (平成 31 年３月末) 

 

(1) 情報通信基盤災害復旧事業補助金 

青森県 岩手県 宮城県 福島県 合計 

０件（０） 21 件（７市町村） 24 件（４市町） 12 件（6 市町） 57 件（１7 市町村） 
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(2) 被災地域情報化推進事業 

青森県 岩手県 宮城県 福島県 合計 

4 件 

（4 市町） 

102 件 

（１県 16 市町村） 

122 件 

（1 県 34 市町村） 

59 件 

（1 県 22 市町村） 

287 件 

（３県 76 市町村） 

＜内 訳＞ 

ア．東北地域医療情報連携基盤構築事業 

 
2 件 

（5 市町村） 

４件 

（１県） 

2 件  

（１県） 

8 件 

（２県 5 市町村） 

イ．ICT 地域のきずな再生・強化事業（原子力災害避難住民等交流事業費補助金を含む） 

 
５件 

（11 市町村）※1 

３件 

（３市町） 

13 件 

（11 市町村） 

21 件 

（25 市町村） 

ウ．被災地就労履歴管理システム構築事業費補助事業（平成２３年度３次補正予算のみ） 

   
１件 

（１市） 

１件 

（１市） 

エ．被災地域ブロードバンド基盤整備事業 

１件 

（１町） 

２件 

（２市町） 
  

３件 

（３市町） 

オ．スマートグリッド通信インタフェース導入事業 

 4 件 

（4 市町村） 

3 件 

（3 市） 

5 件 

（4 市町） 

12 件 

（11 市町村） 

カ．災害に強い情報連携システム構築事業（無線ＮＷは平成２３年度３次補正予算のみ） 

２件 

（２市） 

７件 

（７市町村） 

３件 

（１県２市町） 

４件 

（１県３市町） 

１６件 

（ ２県１４市町村） 

キ．自治体クラウド導入事業導入事業（平成２３年度３次補正予算のみ） 

 ４件 

（４市町村） 

４件 

（４町） 

５件 

（５市町村） 

１３件 

（１３市町村） 

ク．復興街づくりＩＣＴ基盤整備事業  

 77 件 

（１県 9 市町村） 

103 件 

（1 県 5 市町） 

27 件 

（1 県５市町） 

207 件 

（3 県 1９市町村） 

ケ．被災地域記録デジタル化推進事業 

１件 

（4 市町） 

1 件 

（3 市村） 

１件 

（１県 33 市町村） 

１件 

（4 市町村） 

４件 

（１県 44 市村町） 

コ．被災地域テレワーク推進事業 

  
１件 

（１市） 

１件 

（１町） 

2 件 

（2 市町） 

※1 岩手県の「ICT 地域のきずな再生・強化事業業」の 11 市町村については、連携主体であ
る宮城県２市と及び福島県の 2 市１村が含まれている。 

 

(3) 福島再生加速化交付金（帰還環境整備） 

福島県 合計 

3 件（1 市） 3 件（1 市） 

 

 

 



東北地域におけるＩＣＴ/ＩｏＴ推進の現状２０１９ 〈第２章〉 

第 2 章 情報通信の現況  4 
 

第２章 情報通信の現況 

 

１ 電気通信事業  

 

携帯電話・ＰＨＳ・ＢＷＡ（ＷｉＭＡＸ）等の移動通信の契約者数は、平成３０年度末現在、全国で

２億４，６１２万（前年度比６．５％増）、東北管内においては１，２０８万（前年度比２．６％増）となっ

ている。 

また、自宅等における有線ブロードバンド環境の整備に加えて、３．９－４世代携帯電話アクセ

スサービス（「ＬＴＥ」等。以下「３．９－４Ｇ」。）等の移動通信によるブロードバンド環境の整備が進

み、スマートフォンやタブレット端末等のモバイルデータ端末の普及に伴って、ブロードバンドの利

用者数は大きく増加している。 

 

(1) 電気通信事業者  

管内においては、登録事業者 11 社、届出事業者 588 社が電気通信サービスを提供してい

る。  

 

(2) 電気通信サービス 

ア 固定電話 

加入電話・ＩＳＤＮなどの固定電話は、携帯電話等の急速な普及と反比例するように、全

国、東北管内ともに平成１７年度以降は大幅に減少してきている。 

全国の加入電話・ＩＳＤＮ契約数は、平成３０年度末で１，９９６万件加入と、前年同期から

１３９万件減少（前年度比６．５％減）しており、東北管内でも、１５４万件加入と前年度末か

ら９万件減少（前年度比６．６％減）している。 

一方、ＩＰ電話は、ＦＴＴＨ、ＤＳＬ等のブロードバンドアクセス網の普及や定額料金サービ

スの導入により需要が伸びている。全国の利用者数は、平成３０年度末で４，３３０万件と、

前年同期から８６万件増加（前年度比２％増）している。 

イ 移動通信 

移動通信は、通信料金の低廉化やＭＶＮＯの普及が進んだことにより、その契約数が国

民総数を上回っている。携帯電話･BWA 等の移動通信全体の契約数は平成３０年度末で

全国２４，６１２万件(前年度比８％増)、東北で１，２０８万件（前年度比３％増）となっている。 

ウ ブロードバンド 

ブロードバンド加入契約数（平成２４年度から、３．９Ｇの契約数を集計項目として追加。）

は、全国で２億４，３１３万件に達し、前年度末から２，４８３万件増加（前年度比１１％増）し

ている。 

 ブロードバンドのアクセスサービスの特徴的な点は、３．９－４Ｇの急速な契約数の伸びで

あり、全国で 1 億３，６６４万件となっている。しかし、当サービスの県別データを集計しなく
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なったことから、東北管内の契約数については不明である。 

他方、ＤＳＬアクセスサービス（以下「ＤＳＬ」。）は、全国、東北管内ともに平成１７年度をピー

クにＦＴＴＨへの移行が進み、契約数が減少傾向にある。 

なお、ＢＷＡアクセスサービス（「ＷｉＭＡＸ」等。以下「ＢＷＡ」。）は、２．５ＧＨｚ帯の周波数を

利用して接続するインターネット接続サービスで、平成２０年度（東北管内では平成２１年１２

月）からサービスが開始されており、近年契約数が着実に増加している。 

 

東北管内のアクセスサービスごとの契約数（平成３０年度末） 

 

 ２ 放送事業 

 

我が国では、受信料収入を経営の基盤とするＮＨＫ（日本放送協会）、広告収入又は有料放送

の料金収入を経営の基盤とする民間放送事業者、教育のための放送を行っている放送大学学園

等が放送を行っている。 

放送事業は、大きく地上系、衛星系、ケーブルテレビに分類され、それぞれテレビジョン放送や
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ラジオ放送、データ放送等のサービスが提供されており、東北管内ではＮＨＫ及び民間放送事業

者が地上系及びケーブルテレビのサービスを提供している（衛星系は東北管内を含む全国を対

象にサービスを提供している）。 

なお、地上デジタル放送への移行に伴って行われてきた国による難視対策のための各種支援

制度は、福島県の原発避難区域を除き、平成２７年３月末をもって終了している。 

 

(1) 地上放送 

ア 放送事業者数 

東北管内では、ＮＨＫのほか、民間放送事業者として、テレビジョン放送事業者１７社、中波

ラジオ（ＡＭ）放送事業者１社、超短波（ＦＭ）放送事業者４８社（うちコミュニティ放送事業者４

２社）、テレビジョン放送・ラジオ放送兼営放送事業者５社となっている。 

また、全国でサービスを提供している短波放送のほか、渋滞や交通規制などの道路交通

情報（ＶＩＣＳ情報）を提供する文字放送も管内においてサービスを行っている。 

 

東北管内の民間放送事業者数（平成３１年３月末現在）

 

※ 東北管内を含む全国を対象にサービスを行っている事業者は計上していない。 

 

東北管内の民間地上テレビジョン放送事業者 

 

イ 放送局数 

東北管内の県域放送局数は、広大な面積と複雑な地形等を有する東北地域全体をカバー

するため、地上デジタルテレビジョン放送局１，７２９局、中波（ＡＭ）放送局１０１局、超短波

（ＦＭ）放送局（県域）１１２局が開設している。また、市町村を主な放送エリアとし、地域に密

着した情報や防災情報等を提供するコミュニティ放送１２８局が開設している。 

 

 

 

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東　北
2 3 3 2 3 4 17

中波（ＡＭ）放送 － － － － － 1 1

 コミュニティ放送 5 8 12 6 4 7 42
1 1 1 1 1 － 5
9 13 17 10 9 13 71

1 1

区　　　　分

合　　　　計

　　テレビジョン放送（単営）

超短波（ＦＭ）放送
（県域放送）

テレビジョン放送・ラジオ放送（兼営）

　　ラジオ放送
　　　（単営）

1 1 1 1 6

開局順 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
１ 青森放送 ＩＢＣ岩手放送 東北放送 秋田放送 山形放送 福島テレビ
２ 青森テレビ テレビ岩手 仙台放送 秋田テレビ 山形テレビ 福島中央テレビ
３ 青森朝日放送 岩手めんこいテレビ 宮城テレビ放送 秋田朝日放送 テレビユー山形 福島放送
４ － 岩手朝日テレビ 東日本放送 － さくらんぼテレビジョン テレビユー福島
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東北管内の地上系放送局数（平成３１年３月末現在） 

 
 

 

ウ Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送 

地上テレビジョン放送のデジタル化に伴い利用可能となった周波数(Ｖ－Ｌｏｗ、９０ＭＨｚ以

上１０８ＭＨｚ以下)を使用して、主に移動体端末に向けてサービスを行う新しい放送メディア

で、各地方の都道府県からなる「地方ブロック」を対象とし、地域密着の生活情報や安心安全

情報等を放送する「地方ブロック向け放送」として、地域の活性化やより安心安全な社会の

実現に寄与することが期待されている。平成２６年７月には、ハード事業者として、株式会社

ＶＩＰが全国７つの「地方ブロック」全てで特定基地局の開設計画の認定を受け、平成２８年３

月から福岡、大阪、東京近郊、平成２８年７月からは東海、平成３０年５月からは東北、平成

31 年 4 月から北海道で放送を開始している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、２０７．５ＭＨｚ以上２２２ＭＨｚ以下の周波数を用い、スマートフォン等の移動受信用端末

向けに放送を行っていたＶ－Ｈｉｇｈマルチメディア放送については、平成２８年６月末をもって終

了した。 

 

 

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東　北
総合 47 61 46 53 32 69
教育 46 61 46 53 32 69

46 61 46 53 32 69
46 61 46 51 31 69
46 61 46 51 29 69
－ 61 46 － 25 69
231 366 276 261 181 414 1,729

第１ 7 9 4 7 6 9
第２ 3 6 2 4 4 6

6 7 4 6 6 5 34
超短波（ＦＭ）放送局 6 23 5 13 9 17 73
（県域放送局） 5 12 5 8 4 5 39

10 36 28 22 10 22 128
- 1 - 3 - - 4
2 8 1 1 1 8 21
39 102 49 64 40 72 366
270 468 325 325 221 486 2,095

NHK
民間放送事業者

小　　計
合　　　　計

小　　計

ラジオ放送局

中波（ＡＭ）放送局
NHK

ＦＭ補完局

67

民間放送事業者
NHK

民間放送事業者
 コミュニティ放送局

区　　　　分

テレビジョン放送局
デジタル放送

NHK 615

Ｐ１

1,114
Ｐ２
Ｐ３
Ｐ４
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エ エリア放送  

エリア放送は、一の市町村の一部の区域のうち特定の狭小な区域における需要に応える

ために、「ホワイトスペース ※」を活用する放送であり、限られたエリアにおいて、地域の情報

発信手段等に電波を有効活用することにより、地域活性化等の社会的諸問題の解決等に寄

与していくことが期待されている。 

※ 「放送用などの目的に割当てられているが、地理的条件や技術的条件によって、他の目的にも利用可

能な周波数」（「新たな電波の活用ビジョンに関する検討チーム」報告書（平成２２年７月３０日）より。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管内で現在開設されているエリア放送を行う地上一般放送局は、以下の通り。 

免許人の名称 無線設備の設置場所 

葛巻町 岩手県岩手郡葛巻町 

三沢市 青森県三沢市 

南相馬市 福島県南相馬市 

独立行政法人 国立高等専門学校機構 宮城県仙台市青葉区 

 

オ コミュニティ放送局／臨時災害放送局の活用 

市町村内の一部の地域において、地域の特色を生かした番組などを通じて地域のきめ細

かな情報を発信するため、平成 4 年 1 月に制度化され、平成 31 年 3 月末現在、東北管内で

は 42 事業者が開局している。最近は防災意識の高まりから防災情報提供のインフラとして自

治体主導で整備されるものも多くなっている。 

災害時、一時かつ臨時に開設する「臨時災害放送局」の免許を希望する自治体等に対し、

求めがあった場合に機材を貸与する等の支援も行っている。 

東日本大震災によって甚大な被害に遭われた地域を含む２４の市町が、災害情報、被災者

支援情報、生活関連情報等を提供するため臨時災害放送局を開設したが、平成 30 年 3 月末

現在で全て閉局している。 
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カ  放送ネットワークの強靱化 

総務省では、「放送ネットワークの強靭化に関する検討会」の提言（平成２５年７月公表）

を踏まえ、ラジオにより平時の生活情報や災害発生時の被災情報、避難情報といった国民

に必要な情報が適切に提供されるよう補完中継局に関する制度整備を行っており、平成２

６年４月から中波（ＡＭ）放送局の放送区域において、災害対策又は難聴対策（都市型難聴

対策、外国波混信対策又は地理的・地形的難聴対策）のために超短波（ＦＭ）放送用の周

波数を用いて中波放送の補完的な放送を行う中継局である「ＦＭ補完中継局」の開設を可

能としている。 

平成３１年３月末における管内の「ＦＭ補完中継局」の開局状況は、主たる補完中継局６

局（予備免許中１局を含む）、その他の補完中継局１９局である。  

【補完中継局について】 

ＡＭラジオ放送の「親局」を補完する「（親局の主たる）補完中継局」と「中継局」を補完する「その他の

補完中継局」に分けられ、基幹放送事業者の放送（民放ＡＭラジオ放送）の親局に対応する「補完中継

局」については放送対象地域ごとに１つの周波数が確保され（「基幹放送用周波数使用計画」において

公示）、中継局に対応する「その他の補完中継局」については目的ごとに使用周波数帯域が割り当てら

れている。 

 

(2) 衛星放送 

昨年 12 月に始まった「新４Ｋ８Ｋ衛星放送」について、一般視聴者における理解、関心の向

上を図るため、当局主催のイベント・セミナー等の機会を捉えて、超高精細コンテンツの魅力

や楽しみ方を積極的にアピールしている。これまでの取り組みは次のとおり。 

名称（開催日） 内    容 

放送セミナー （H29.11.29） 講演３本、４Ｋコンテンツの機器展示、パンフレット配布 

新ＮＨＫ仙台放送会館オープニン

グ（H30.2.9-10） 

４K８K 映像の体験、パンフレット配布、放送関連施設見

学会の併催 

東北映像フェスティバル 

（H30.5.31-6.1） 

講演１本、４K８K 映像の体験、パンフレット配布 

ＩＣＴフェア in 東北 （H30.6.19-20） 講演１本、４K８K 映像の体験、スーパーハイビジョンシ

アターの展示、パンフレット配布 

本放送開始式典 （H30.12.1） 東北総合通信局及び NHK 仙台放送局主催で式典を開

催、関連機器を展示 

また、受信方法の周知を行うとともに、戸別の衛星放送受信設備に懸念される電波障害防

止のための支援等の受信環境の整備促進を図っていく。 

 

(3) ケーブルテレビ（テレビジョン放送による有線一般放送） 

ケーブルテレビは、関係法令により設備の規模として「登録施設（引込端子数５０１以上）」、

「届出施設（同５１～５００）」、「小規模施設（同５０以下）」などに分類される。また、その運用形

態により「自主放送あり」のものと「自主放送なし（放送の同時再放送のみを行う）」のものに分
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類される。 

なお、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２６年法律第５１号）の一部施行に伴う放送法（昭和２５年 法律第１３２号）

の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放

送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と 規定され、その業務に関する事務・権限

が自治事務として、平成２８年４月１日から国（総務大臣）から都道府県（知事）に移譲された。 

【小規模施設特定有線一般放送の要件】 

① 総務省令で定める規模（５００端子）以下の有線放送施設※ 

② 基幹放送の同時再放送（区域内）のみ 

③ 無料放送 

④ 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内 

※ 端子数５０以下の有線放送施設は放送法の適用除外であるが、有線電気通信法に基

づく届出が総務大臣あてに必要。 

 

ア 登録施設の施設数 

東北管内の登録施設の施設数は、平成３１年３月末で７０施設（６７事業者）であり、そのう 

ち自主放送を行う施設は４０施設（３７事業者）となっている。 

※「施設数」と「事業者数」の乖離は、２事業者が複数の施設を運営しているため。 

 

イ 登録施設の加入世帯数 

東北管内の登録施設への加入世帯数は、平成３１年３月末で６８万世帯（全国 3,151 万世

帯）であり、そのうち自主放送を行う登録施設への加入世帯数は６５万世帯（全国 3,054 万世

帯）となっている。 

 

＜参考 全国のケーブルテレビの現状＞ 

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/catv_toukei.html 
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第３章 電波利用の動向 

 

１ 無線局数の推移 

 

平成３０年度末の全国の無線局数は２億５，１０１万局（陸上移動局：２億４，７４８万局）、前年

度末から１，６５６万局【７％】（陸上移動局：１,６３９万局【７％】）増加している。東北管内の無線局

数は３８．５万局（陸上移動局：１０．５万局）、前年度末から３１７万局 【－８９％】（陸上移動局：３

１９万局【－９７％】) の大幅な減少となっている。 

減少理由は、携帯電話事業者が包括免許局（陸上移動局：携帯電話端末）の開設について、

平成２９年度から関東総合通信局に集約を進めているためである。 

各総合通信局等管内における無線局数は、上記の理由から関東管内が全体の９８．５％を占め、東

北管内は０．２％と全体の６番目となっている。 

 ※（）内の数値は、携帯電話端末等の陸上移動局の別計 

 

２ 周波数再編の推進 

 

総務省は、電波資源の有効利用の促進と新たな電波利用システムの導入や周波数の需要に

対応するため、平成１６年に「周波数再編アクションプラン」を策定し、３つの周波数帯区分毎に３

年に一度、「電波の利用状況調査」を行っており、平成３０年度の電波の利用状況調査は３．４GH

ｚを超える周波数帯を対象に、全国約９３０万局、東北管内約 51 万局で実施した。（平成 27 年度

は全国 14.6 万局、東北管内約 1.2 万局） 

平成３１年 1 月には第５世代移動通信システム(５Ｇ)のために周波数（３．７GHz 帯、４．５

GHz 帯及び２８GHz 帯）を割当てており、今後の周波数有効利用の促進が見込まれる。 

また、周波数再編のため、周波数移行を要する無線局は次のとおりとなっている。 

無    線    局 移 行 期 限 

アナログ簡易無線（350MHz 帯及び 400MHz 帯） 平成 34 年 11 月 30 日 

800MHz 帯 FPU（770～806MHz） 平成 31 年 3 月 31 日 

特定ラジオマイク（770～806MHz） 平成 31 年 3 月 31 日 

3.4GHz 帯音声 STL/TTL/TSL 及び監視・制御回線 平成 34 年 11 月 30 日 

3.4GHz 帯音声 FPU 平成 34 年 11 月 30 日 
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FPU：Field Pickup Unit              STL：Studio to Transmitter Link 

TTL：Transmitter to Transmitter Link     TSL：Transmitter to Studio Link 

 

３ 防災関連無線局等の現況 

 

(1) 東北地方非常通信協議会  

東北地方における非常通信の円滑な運用を図ることを目的として「東北地方非常通信協議

会」が昭和２６年に設立され、平成３１年３月末現在で、国の機関、県、市町村、電気通信事業

者、放送事業者などの無線局開設者や非常通信と密接に関係のある機関など２３４団体で構

成されている。 

当協議会では、非常通信ルートの策定や非常通信訓練の実施、非常時における通信確保

のための通信体制、施設の点検等を行っている。 

当協議会の独自の訓練として実施した東北地方非常通信訓練では、東日本大震災の教訓

を踏まえて見直された地方非常通信ルートの検証等を基本に実施され、６月１２日の「みやぎ

県民防災の日」に行われた宮城県非常通信訓練を皮切りに、１２月末までに東北６県４５市町

村が参加し訓練を行った。（平成 29 年度は６県４２市町村が参加） 

また、１０月には「平成３０年度非常通信セミナー」を開催し、「近年の気象災害～東北地方に

関係する豪雨・台風・高温などのメカニズムと今後の動向～」と題した講演を行った。 

 

(2)  防災関連無線局等の現況 

東日本大震災以降、各自治体における地域防災計画の見直し等に伴い、防災関連無線

システムの高度化が進められてきた。消防・救急無線については、平成２８年５月３１日まで

にデジタル化整備が全て完了し、市町村防災行政無線についても順次デジタル化整備が進
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んでいる（全市町村に対するデジタル化率は全国６４．８％、東北管内７２．２％）。         

また、管内の衛星系防災関係無線局については、管内６県の全てで整備されている。 

自治体から住民への防災情報等の伝達が重要になっていることから、Ｌアラート(災害情報

共有システム)、Ｊアラート、緊急速報メール、コミュニティＦＭ、エリア放送など多様な情報伝

達手段が導入されている。 

 

４ 主な電波利用システム 

(1) 第５世代移動通信システム（５G） 

総務省は、第 5 世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設計画の認定に 

ついて、通信事業者の申請する開設計画に対して、周波数を指定して認定を行うこととした。東

北総合通信局は、当該開設計画に基づき申請された 5G 用無線局について、令和元年 7 月 31

日には東北で初めて免許を付与した。５G の特徴として、通信速度の向上（高速化）を実現する

ものだが、5G はそれだけでなく、「多数同時接続」、「超低遅延」といった特徴を持っている。4G

までが基本的に人と人とのコミュニケーションを行うためのツールとして発展してきたのに対し、

5G はあらゆるモノ・人などが繋がる IoT 時代の新たなコミュニケーションツールとしての役割を

果たすこととなる。「多数同時接続」とは、基地局 1 台から同時に接続できる端末を従来に比べ

て飛躍的に増やせることである。 

また、ローカル５G については、通信ニーズの多様化が進んでおり、５G 時代においてはより

一層の多様化が進むことが想定されるため、携帯電話事業者による全国系のサービス提供に

加え、地域ニーズや個別ニーズに応じて様々な主体が５G を活用したシステム（ローカル５G）を

導入できる制度を整備し、５G の地域での利用促進を図っていくところである。 
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(2) 防災行政用デジタル同報無線システム 

県や市町村が運営する防

災行政無線は、災害発生時に

おける地域住民への情報伝

達と的確な避難誘導の手段と

して重要な役割を担っている。 

市町村防災行政無線につ

いては、平成３１年３月末現在

で同報系又は移動系を設置し

ている市町村は２１３、設置率

は９３．８％となっている。 

同報系無線システムは従

来のアナログ方式からデジタル方式の移行が進められている。 

アナログ方式では一方的に役場などから地域住民へ情報を伝達する機能しかなかったが、

デジタル方式では避難所等から役場などへ双方向通信により文字や画像などのデータ伝送も

可能となる。 

平成１３年４月に「デジタル同報通信システム」が制度化され、平成３１年３月末現在、東北

管内では１４１市町村で運用を開始している。 

 

(3) ＡＩＳ：船舶自動識別装置  

平成１１年２月から完全実施されたＧＭＤＳＳ（海上における遭難及び安全に関する世界的

なシステム）により、船舶に搭載される無線システムは、船舶無線電話の他にデジタル通信技

術（ＤＳＣ、ＮＢＤＰ等）や衛星通信技術（衛星ＥＰＩＲＢ、インマルサット等）を利用した無線設備

が追加され、船舶がどのような海域で遭難しても陸上の救助機関と付近を航行する船舶が一

体となった捜索救助活動を可能としている。さらに、平成１４年７月１日からは、「すべての旅客

船、国際航海に従事する総トン数３００トン以上の船舶及び国際航海に従事しない総トン数

５００トン以上の船舶」にＡＩＳ（Automatic Identification System：船舶自動識別装置）の設置が

義務付けられている。 

このシステムは、自船の位置、速度、進行方向や運航管理情報を自動的に送受信すること

で、これらの情報を船舶相互間又は陸上との間で共有し、船舶の衝突防止や運航管理等を効

率的に行うもので、船舶の航行の安全向上に寄与するものと期待されている。また、船舶以外

にも平成２５年１１月に福島県沖に建設された浮体式洋上ウィンドファームにＡＩＳを設置し、付

近を航行する船舶の安全対策として利用されている。 

こうした中で、当局、国土交通省東北運輸局及び海上保安庁第二管区海上保安本部は、平

成２６年１２月から「東北地区漁船海難防止連絡会」を開催し、簡易型ＡＩＳ等※の普及による漁 

船の衝突海難等の防止を推進している。 

防災行政用デジタル同報無線システムのイメージ 
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平成 30 年度末現在、東北管内において、簡易型 AIS を設置する船舶局は 559 局（前年度

比 26％増）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※簡易型ＡＩＳ：ＡＩＳのうち、伝送情報量の縮小、送信出力の低減など機能を簡略化・小型化したもの 

(4) 船舶共通通信システム 

海難事故を未然に防止するため、小型船舶が国際ＶＨＦの無線

機器を設置した大型船舶と容易に連絡を取り合える安価な国際Ｖ

ＨＦの通信システムとして、平成２１年度に船舶共通通信システム

が制度化された。 

国際ＶＨＦは航行の安全に関する重要な通信を行うものとして多

数の船舶に利用されているが、船舶のより安全な航行を実現する

ため、国際ＶＨＦの無線機器を設置していない小型漁船やマリンレジャー船等に対して、船舶

共通通信システムの普及促進を図っている。 

 

５ 電波利用調査検討プロジェクト 

  

新たな電波利用と周波数資源の有効活用を促進することを目的として、地域の様々なニーズに

即した新しい電波利用システムを産学官の関係者と連携して検討を行っている。 

東北地域においても、これまで地域産業の漁業・農業分野への支援や地域活性化に役立つ電

波利用システムが開発･構築されている。 

平成 30 年度の案件はなかったが、令和元年度は「26MHz 帯の周波数を使用する漁業用ラジ

オ・ブイの導入に向けた調査検討会」を開催している。 

 

６ 電波利用推進東北フォーラム 

東北地域における産・学・官関係者で構成する「電波利用推進東北フォーラム」を平成１６年３

月にスタートさせ、セミナーの開催等により電波政策、無線システム及び電波利用アプリケーショ

ンに関する情報提供を行っている。また、メールニュース(毎月２回)の発行や電波利用に関する要 

ＡＩＳの概要 

動的情報  静的情報 航行関連情報
●位置情報 ●呼出符号 ●目的地
●対地針路 ●船の種類 ●到着予定時間
●対地速度 ●船名等 ●航海計画等
●船首方位等
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望や相談に対応している。平成３０年度の「電

波利用推進セミナー」では、 「5G、IoT、AI で拓

く未来社会」と題し、総務省から 「電波政策の

最新動向」、NICT ユニバーサルコミュニケー

ション研究所長・木俵豊氏から「ユニバーサル

コミュニケーションを実現する人口知能技術」、

（株）KDDI 総合研究所代表取締役所長・中島

康之氏から「５G・Iot 時代に向けた研究開発の

取り組み」について、３つの講演を行った。 

 

７ 電波利用環境の整備 

 

携帯電話に代表される電波の利用が増加している一方で、他の無線局に妨害を与える不法・

違反無線局や、電子機器の普及等による不要電波（電磁障害）の発生など、電波の不適切な利

用による電波利用環境の悪化が社会問題となっている。 

こうした状況を踏まえ、電波監視施設の整備や捜査機関との共同取締り、更には周知啓発活

動を通じて、良好な電波利用環境を保護するための施策を展開している。 

(1) 不法・違反無線局対策 

ア 電波監視 

不法無線局等の電波の発射源を探  

 知することを目的としてＤＥＵＲＡＳ 

 （デューラス：電波監視システム）を東北 

 管内に整備している。このシステムは、 

東北総合通信局のセンタ局から、東北 

 管内各地（３８市町４６ヶ所）に設置され 

たセンサ局の受信機能や方位測定機能  

等を遠隔制御し、電波の発射源を特定   

するもので、本システムの活用により不  

法・違反無線局対策が効率的に行われている。 

また、電波の監視は電波利用の実態や利用状況を把握することができるため、免許等の 

許認可事務にも活用されている。 

 

イ 捜査機関等との連携 

車両や船舶に設置された不法・違反無線局対策の一環として、各県警察や海上保安庁等 

の捜査機関と合同・共同の取締りを実施している。 

「電波利用推進セミナー」の開催模様（仙台市） 
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平成３０年度東北管内では、合同・共同取締りを計２３回実施し、違反行為者を１０名摘発

している。 

 

 

ウ 申告処理の迅速化と適切な対応  

無線局への混信妨害及び各種電子機器等からの不要な電波による障害等、利用者から

は様々な申告が寄せられている。最近の障害源としては、ＬＥＤ街路灯、自動車用ＥＶ充電

器などの交流を直流に変換して使用する機器からのノイズ、また太陽光発電の直流発電を

交流に変換する装置から発生するノイズなど、電源部に起因するものが多く見られる。 

また、東日本大震災復旧業務・除去土壌輸送業務等に携わる大型自動車（トラック、ダン

プ）の増加に伴い、アマチュア無線局を使用した不法無線局、運用違反（ノーコール、使用

区分違反）等の申告が急増している。 

これらの要因により、平成３０年度の申告件数は２０８件(重要無線通信妨害申告：１２件、

一般無線局混信申告：１７７件、電磁環境に関する申告１９件)に上っており、ＤＥＵＲＡＳの

活用や現地調査等によって、迅速かつ適切に対応している。 

 

エ 無線設備試買テストの実施 

総務省では、平成２５年度から発射する電波が電波法（昭和２５年法律第１３１号）

に定める「著しく微弱」の基準内にあるとして販売されている無線設備を市場から購入

し、その電波の強さの測定を行う取組（無線設備試買テスト）を毎年度実施している。 

平成３０年度の無線設備試買テストの結果は、購入した２００機種のうち１７８機種

が「著しく微弱」の基準を逸脱していた。 

その内、東北管内に本社が所在する販売業者（２社）に対して製造・販売の中止、

販売済み機器の回収要請を行った。また、東北管内の電気店、玩具店、自動車用品

店、ホームセンター、リサイクルショップ等を訪問し、これらの無線設備が店頭販売有

無について調査を実施した。平成３０年度は、２０店舗を調査したが、「著しく微弱」の

基準を超える無線設備は確認されなかった。 

 

捜査機関との不法・違法無線局の共同取締り 
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(2) 電波利用環境保護のための周知啓発 

ア 電波利用環境保護周知啓発強化期間 

不法無線局の開設運用等、電波利用ルール違反の未

然防止を図るため、毎年６月１日から１０日までの間を

「電波利用環境保護周知啓発強化期間」として、周知啓

発活動を行っている。平成３０年度は「よぉ！不法電波

使ってねえだろうな？」をキャッチフレーズに、無線局

ユーザーや広く一般に対して、仙台駅構内でのデジタル

サイネージ放映、ＪＲ車内広告、新聞による広報、関係 

機関へのポスター掲示等による周知啓発を行った。  

 

イ 電波の安全性に関する説明会 

近年、携帯電話、ワイヤレスカードシステ 

ム、電子タグ等の無線システムが日常生活 

 の中で重要な役割を果たすようになり、電波 

 を発射する機器が身近なところで利用され 

る機会が増大している。 

これに伴い、電波が人体へ及ぼす影響に 

ついて相談が寄せられており、当局では、電 

波の安全性に関する相談や、照会に対応す 

るとともに、生体電磁気学等の専門家等によ 

る電波の安全性に関する説明会を開催しており、平成３０年度は、福島県郡山市において開

催した。 

 

ウ 公共工事現場等における周知啓発 

建設工事を発注する国の機関や地方公共団体等との協力と連携の下、大型車両を使用す

る業界団体への周知啓発及び工事現場に出入りする運送車両の運転者や工事現場監督者

等に対して、不法・違法無線局を使用しないよう指導している。 

 

エ 電波適正利用推進員制度の推進                                    

電波適正利用推進員制度は、電波の適正な利用に反する行為を未然に防止する活動や 

混信・妨害に関する相談等の比較的平易な業務について、一定の無線通信に関する知識や

経験等を有する民間ボランティアに委嘱し、草の根レベルから電波利用環境の保護・改善を

図ることとし、平成９年度から導入された制度である。 

当局管内では、平成３１年３月末日現在で、６２名の方々を電波適正利用推進員として委嘱

し、それぞれの地域で以下の活動を行っていただいている。 

電波の安全性説明会(郡山市) 
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○ 電波の適正な利用等の電波に関す  

る知識について周知啓発すること。 

○ 混信、無線局の運用を阻害する事 

象及び電波の安全性に関し、相談を 

受け、相談窓口の紹介をする等の助 

言を行うこと。 

○ その他電波の適正な利用について

当局に対し必要な協力をすること。 

 

(3)  医療機関における適正な電波利用の実現 

   電波環境協議会※では、「医療機関における電波利用推進部会」を設置し、医療機関におけ

る適正な電波利用の実現に向けた検討を行っており、総務省は、厚生労働省とともにこの活動

に対し積極的に貢献している。 

平成２８年４月には、同部会でのこれまでの検討結果に基づき、「医療機関において安心・安 

全に電波を利用するための手引き」が公表され、平成３０年４月には同手引きの内容を紹介し

た動画及び e-learning 教材（基礎編、応用編）が公開された。 

医療機関の関係者、通信事業者、医療機器製造販売業者等が連携して、医療機関における 

安心・安全な電波利用環境を整備する際に参照できるよう、以下のとおり情報提供を行ってい

る。 

① 電波利用機器（医用テレメータ／無線 LAN／携帯電話／その他の機器）のトラブル事

例や対応策等 

② 医療機関において電波を管理する体制等の整備 

手引き等のＵＲＬ         https://www.emcc-info.net/medical_emc/info280404.html 

動画・e-learning 教材の URL https://www.emcc-info.net/medical_emc/info300410.html 

 

当局においても、東北厚生局等と連携し、

医療関係者向けの講演会等により、医療機

関における電波利活用の方法などについて

周知啓発を図ることとしている。 

また、手引きの周知啓発を含め、医療機関

における安全な電波利用の一層の普及促進

を図るため、医療機関や関係機関の連携の

もと平成２９年９月に「東北地域の医療機関

における電波利用推進協議会」を設立し、「医療分野における電波の安全性に関する説明

会」を宮城県仙台市において毎年度開催している。 

※ 電波による電子機器等への障害を防止・除去するための対策を協議するための学識経験者、関係省

庁、業界団体等により構成された協議体。総務省も構成員として参加している。 

推進員委嘱研修の模様(仙台市) 

 

医療分野における電波の安全性説明会（仙台市） 
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第４章 情報通信関係の制度概要 

 

 １ 電気通信事業関係 

 

昭和６０年４月の電気通信事業法の施行後、総務省では、電気通信市場において一層の競

争促進を図り、利用者利益の保護を図るため、２０１０年代初頭までに公正競争ルールの整備

等の観点から実施する施策について取りまとめた「新競争促進プログラム２０１０」（平成１８年

９月策定・平成２１年６月改定）を受けて、電気通信市場における健全な競争環境の実現に向

けて積極的に取り組んできた。 

また、平成２７年５月には、「日本再興戦略」（平成２６年６月閣議決定）や「情報通信審議会

答申」（平成２６年１２月）を踏まえ、２０２０年代に向けて、我が国の世界最高水準のＩＣＴ基盤

を更に普及・発展させ、経済活性化・国民生活の向上を実現するため、電気通信事業法等※の

改正を行っている。※電気通信事業法等：電気通信事業法、電波法、放送法 

なお、令和元年５月１０日には、モバイル市場の競争の促進及び電気通信市場の環境の変

化に対応した利用者利益の保護を図るため、電気通信事業法の一部を改正する法律が成立

した。 

 

電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年)の概要 

１ モバイル市場の競争の促進 

■通信料金と端末代金の完全分離、期間拘束などの行き過ぎた囲い込みの是正 

のための制度を整備 

２ 販売代理店への届出制度の導入) 

■販売代理店に届出制度を導入することで、販売代理店の不適切な業務の是正 

  の実効性を担保 

３ 事業者・販売代理店の勧誘の適正化 

■自己の名称等を告げずに勧誘する行為等を抑止することで、利用者利益の保護 

  を強化 

 

 

 

 ２ 電波利用関係 

 

(1) 登録検査等事業者制度 

登録検査等事業者制度とは、総務大臣の登録を受けた登録検査等事業者が、無線設備 

等の検査（又は点検）を行い、免許人から当該検査（又は点検）の結果を記載した書類の提

出があったときは、無線局の定期検査の全部省略又は新設検査、変更検査及び定期検査

の一部を省略することができる制度である。 
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本制度では、無線局の無線設備等の定期検査に係る検査及び無線局の無線設備等の

新設検査、変更検査及び定期検査に係る点検を行う事業者と、無線設備等の点検のみを

行うことができる事業者の２種類がある。 

平成３０年度末の東北管内の登録検査等事業者数は１８２事業者（そのうち検査と点検

を行うものは５事業者）となっている。 

 なお、東北管内においては、電波法令に違反した事業者（過去 5 年間では４事業者）に

対して、業務停止命令等の行政処分を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 電波利用料制度 

混信や妨害のないクリーンな電波環境を維持するとともに、無線局の急増に対応する許

認可事務の機械化や効率化を図ることで電波の適正な利用を確保するため、平成５年度

から電波利用料制度が導入されている。 

電波利用料は、放送事業者が開設する放送局、電気通信事業者が開設する基地局や固

定局、個々の方々が開設するアマチュア無線など原則として全ての無線局が負担対象と

なっている。携帯電話についても、１端末あたり年額１４０円の電波利用料を各携帯電話事

業者が負担している。 

なお、電波利用料制度は、３年に一度、見直しが行われるもので、直近では令和元年５月

10 日に電波利用料額の改定が行われた。 

 

電波利用料は、電波法において次の費用に充てると定められている。 

ア 電波監視業務の実施 

イ 総合無線局監理システムの整備・運用 

ウ 周波数ひっ迫対策のための技術試験事務及び電波資源拡大のための研究開発等 

エ 電波の安全性に関する調査及び評価技術 

オ 標準電波発射による無線局への高精度周波数の提供 

カ 携帯電話等エリア整備事業 

キ 公衆無線ＬＡＮ環境整備支援事業 

ク 電波遮へい対策事業 

登録検査等事業者制度の概要 
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ケ リテラシー（理解能力）向上のために行う事業 

コ 民放ラジオ難聴解消支援事業 

サ ４Ｋ・８Ｋ普及促進等のための衛星放送受信環境整備支援等 

シ ５G 導入に向けた電波の利用状況調査 

ス 各業務に付帯する事項 

 

(3) 電波の利用状況の調査･公表制度 

総務省では、深刻化する周波数の逼迫状況の中で、ＩＣＴの進展に伴う大規模な電波需

要が今後も予測されることから、より一層的確な電波利用状況の把握に努め、国民へのア

カウンタビリティを確保しつつ、より最適な周波数配分を促進していくため、平成１４年１０月

３１日から、電波の利用状況の調査、公表制度を導入している。 

電波の利用状況の調査については、通常調査として、全ての無線局を３つの周波数帯域

（①７１４ＭＨｚ以下、②７１４

ＭＨｚを超え３．４GHz 以下、

③３．４GHz を超える周波

数）に分類し、３年一巡のサ

イクルで実施するものと、臨

時調査として、周波数再編

を加速するための検討、周

波数再編後の移行状況の

把握、周波数再編に向けた

課題の把握等の必要がある

場合に対象を限定して実施

するものがある。平成３０年

度の調査・公表 において

は、「３．４GHｚを超える」周波数を利用する無線局（全国で約９３０万局、東北管内で約５１

万局）を対象に行った。 

 

(4) 旧スプリアス規格の無線設備の対応 

世界無線通信会議(ＷＲＣ)において、無線通信規則(ＲＲ：Radio Regulations)のスプリアス

発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値が改正され、これを

受けて総務省では、情報通信審議会における技術的条件の審議及び電波監理審議会に

おける関係省令改正案の審議を経て、平成１７年１２月に無線設備規則(昭和２５年電波監

理委員会規則第１８号)を改正し、新たな許容値が適用されているが、経過措置として、旧

スプリアス規格の無線設備については平成３４年１１月３０日まで旧許容値の適用が可能と

なっている。 
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旧スプリアス規格の無線設備の対応等に関する具体的な手続きについては、電波利用

ホームページ（http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm） に詳しく掲

載されている。 

 

 ３ 情報通信関係資格制度 

 

国民生活のあらゆる分野で利用される電波の公平利用や、多様化する電気通信サービス

の安定した提供を確保するため、各種資格者制度が設けられている。 

 

(1) 無線従事者 

無線設備の操作をする者は、電波に対する一定の知識･技能を有していることが必要で 

あり、その知識･技能を有する証明として無線従事者資格がある。 

東北管内の無線従事者免許発給数は、平成３０年度末で５３９，４０１件となっている。資 

格別の割合は、アマチュア無線技士が５１．９％、特殊無線技士の合計が４３．２％となっており、

両資格で全体の９５．１％を占めている。 

なお、全国の発給数は６，６８８，８８５件である。 

 

(2) 船舶局無線従事者証明 

国際航海を行う船舶等、国際条約等で設置が義務付けられた船舶局の無線設備の操作

は、無線従事者の資格の他に、船舶職員としての知識、無線通信に関する訓練の証明書で

ある船舶局無線従事者証明の携帯が義務付けられている。 

無線従事者資格の区分 
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東北管内では、昭和５８年度の制度導入から平成３０年度末までに３，４２６件（全国：２

４，８１３件）の証明書を発給している。 

 

(3) 電気通信主任技術者 

電気通信主任技術者は、昭和６０年４月１日施行の電気通信事業法により創設された資 

格であり、各電気通信事業者は、電気通信主任技術者を選任し、事業用電気通信設備の 

工事、維持及び運用の監督にあたらなければならない。 

平成１６年４月改正事業法により、伝送交換主任技術者及び線路主任技術者の２資格に 

区分され、平成３０年度末の全国の電気通信主任技術者資格取得者数は８２，０１１人と 

なっている。 

 

(4) 工事担任者  

工事担任者は、電気通信事業者の電気通信回線設備と電話機等の端末機器又は自営

電気通信設備を接続する工事を行う者に求められる資格である。 

ＩＰ化の進展に伴う電気通信回線設備及び端末設備の変化・発展を受け、工事担任者規 

則が平成１７年８月１日から施行され、従来、アナログ、デジタルの工事の範囲により分類さ 

れていた資格が全面的に見直され、ＡⅠ第１種～３種、ＤＤ第１種～３種及びＡⅠ・ＤＤ総合 

種の７種類となった。 

平成３０年度末の全国の工事担任者資格取得者数は８０３，６８６人である。 

 工事担任者の資格の種類と工事の範囲 

資格者証の種類 工事の範囲
ＡＩ・ＤＤ総合種 アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事

ＡＩ第一種
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備
に端末設備等を接続するための工事

ＡＩ第二種

アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事（端末設備等に収容される電気
通信回線の数が50以下であって内線の数が200以下のものに限る。）及び総合デジタル通
信用設備に端末設備等を接続するための工事（総合デジタル通信回線の数が毎秒64キ
ロビット換算で50以下のものに限る。）

ＡＩ第三種
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事（端末設備に収容される電気通
信回線の数が１のものに限る。）及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続する
ための工事（総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで１のものに限る。）

ＤＤ第一種
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用
設備に端末設備等を接続するための工事を除く。

※
ＤＤ第二種

デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事（接続点におけるデジタル信号
の入出力速度が毎秒100メガビット（主としてインターネットに接続するための回線にあっ
ては、毎秒１ギガビット）以下のものに限る。）。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設
備等を接続するための工事を除く。

※
ＤＤ第三種

デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事（接続点におけるデジタル信号
の入出力速度が毎秒１ギガビット以下であって、主としてインターネットに接続するための
回線に係るものに限る。）。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するた
めの工事を除く。

※：　平成２５年２月１日からインターネットに接続するための回線の工事の範囲について、入出力速度が
　　毎秒百メガビット以下から、毎秒１ギガビット以下に改正された。
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